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原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定第１７条の規定により，原

子力施設等における事故・故障等の発生について次のとおり報告します。 

発 生 年 月 日 令和５年２月８日（水） 

発 生 場 所 Ａ棟第二機械室（管理区域） 

件 名 
核燃料サイクル工学研究所Ａ棟における 

ケーブルの溶融痕確認について（第１報） 

状 況 

原 因 

対 策 

環 境 へ の 影 響 

別添のとおり 
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別添 

 

令和５年２月１７日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

 

核燃料サイクル工学研究所 Ａ棟におけるケーブルの溶融痕確認について 

 

１．状況 

核燃料サイクル工学研究所（以下、「サイクル研」という。）にあるＡ棟（核燃料物

質使用施設 政令第４１条非該当施設）は、現在、核燃料物質を貯蔵しておらず、施

設の廃止措置に向けた準備作業として放射性廃棄物の整理作業を実施している施設

である。Ａ棟では、令和５年１月２２日１８時０５分頃に「Ａ棟における給排気設備

の停止」事象が発生した。本施設は、常時負圧維持が要求されているセルやグローブ

ボックスがなく、フードからの放射性物質等の漏洩防止措置を行うことにより給排気

設備を停止できる施設である。また、この事象が発生した当日、本施設の安全に問題

のないようにフードからの放射性物質等の漏洩防止措置や関連する電源系統の遮断

の措置、再投入禁止の表示を行っており、事象の進展がなく、施設は安全に管理されて

いる。令和５年１月２３日以降、本事象に係る原因調査を行っていた。 

本原因調査の一環として、令和５年２月８日１３時３０分頃からＡ棟第二機械室

（管理区域）に設置されている排気ブロア電動機の調査を開始（サイクル研職員１名、

協力会社員３名）、１４時０５分頃、端子箱内のケーブルに溶融痕を発見した。この

際、火・煙が無いことも確認した。発見者は、１４時０９分～１１分頃に公設消防通

信指令課＊1に通報するとともに、サイクル研の通報連絡責任者へ通報した。 

公設消防は、１４時２５分頃にサイクル研に到着（５名、消防指揮車１台、消防車

１台：サイレン・赤色灯なし）し、サイクル研職員の立会いのもと、１５時１１分頃

より現場確認を開始した。 

公設消防は１５時２３分頃に「本事象は火災である」と判断するとともに「火がな

いこと」を確認した。なお、公設消防による消火活動は行われていない。 

公設消防により、火災の発生時刻は令和５年１月２２日１８時０５分頃（「Ａ棟に

おける給排気設備の停止」事象の発生時刻）、鎮火時刻を令和５年１月２２日１８時

３０分頃と推定された。 

また、Ａ棟内に他の作業員はおらず、他の作業も行っていなかった。 

［添付資料－１、２、３］ 

                                                   
※1 サイクル研では、焦げ跡、溶融痕のうち、「熱」「臭い」がないなど、過去のものと判断できるものの

うち、消火の必要性がなかったと判断でき、かつ、消火の痕跡がないものは「公設消防（119）」では

なく、「公設消防通信指令課」に通報することとなっている。 
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２．経緯 

令和５年１月２２日１８時０５分頃に発生した「Ａ棟における給排気設備の停止」

事象は、排気ブロアのサーマルリレーがトリップしたことから、排気ブロアに過負荷

が生じたことに起因するものと推定した。過負荷が生じる要因としては、軸受部の損

傷等の機械的要因と動作したサーマルリレーや使用している電磁開閉器の故障等の

電気的要因が考えられた。要因調査にあたっては、以下の順番で対応するという方針

を定め、電気的要因と機械的要因の観点で以下に示す要因調査を行ってきた。 
①絶縁抵抗測定による当該設備の電気系統の調査 

②機械的な異常の有無の調査 

③動力盤内の個別電気部品の作動確認による異常の有無の調査 

④排気ブロア電動機の電気系統の調査 

以上の方針を基に、具体的には令和５年１月２３日から以下、①～④に対して点検

の計画を策定して原因究明作業を実施していた。排気ブロア電動機の端子箱内ケーブ

ルの溶融痕は、令和５年２月８日の調査において発見したものである。その後、公設

消防への通報後、公設消防による現場確認の結果、「火災（火はない）」と判断された。 

①絶縁抵抗測定による当該設備の電気系統の調査 

サーマルトリップが発生した際に、サーマルリレーのみが遮断されており、排気

ブロア動力盤内に目視での異常はなくブレーカの遮断も見られなかったことか

ら排気ブロア動力盤から排気ブロア電動機までの間にブレーカの遮断に至らな

い程度の過電流が流れたと考え、電気系統の健全性を確認するための絶縁抵抗

測定を実施した。その結果、上記の電気系統に異常は確認されなかった。なお、

本事象は端子箱内ケーブルの断線事象であったが、断線箇所が端子箱内面や他

のケーブルへの接触もなかったことから、絶縁抵抗測定では発見できなかった。 
②機械的な異常の有無の調査 

①の絶縁抵抗測定結果に異常がなかったこと及びこれまでの知見（応用試験棟、

Ｂ棟の同様設備の故障事象）から軸受の損傷等の機械的な要因の可能性が高いと

考え、第一に排気ブロアの軸受に異音やロックの有無を確認した。その結果、排

気ブロアの軸受に異常がないことを確認した。次に、排気ブロア電動機の軸受の

異音の有無を確認した。その際に、軸受部から異音を確認したため、軸受を交換

した。その後、作動確認をしたが、排気ブロア電動機が作動しなかった。交換し

た軸受を確認したところ、僅かな摩耗痕はあったものの運転に影響を与えるよう

な損傷はなかった。 

③動力盤内の個別電気部品の作動確認による異常の有無の調査 

②により、機械的な要因が認められず、また、作動確認で排気ブロア電動機が作

動しなかったことから、動力盤内の電気部品の故障を考え、その点検を行った。

その結果、異常は確認されなかった。 
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④排気ブロア電動機の電気系統の調査 

③により動力盤内の電気部品に故障が認められなかったことから、排気ブロア電動

機の電気的な損傷を考えた。端子のゆるみ、導通等を確認するために、端子箱を開

けた際、端子箱内に溶融痕を発見した。 

［添付資料－２、３］ 

 

３．火災の原因調査 

原因究明のために、事故要因を分析する手段の一つであるフォルトツリー解析を応

用することとし、解析における要因の確定に必要な情報(当該排気ブロア電動機の履

歴や公設消防や専門メーカによる事実確認)についても併せて調査した。各調査の結

果を次に示す。 

 

（１）当該排気ブロア電動機について 

 当該排気ブロア電動機（定格出力３７ｋＷ、３相２００Ｖ）は２０１４年１月に

製造され、同年２月に設置したものである。当該排気ブロアは施設管理実施計画に

基づき、定期的にメーカ点検（年１回）を実施していた。本電動機は、出力が大き

いため、動力盤からは６本のケーブルで電力を供給し、負荷側の電動機は、さらに

電力負荷を低減させるために１２本のケーブルで電力を受けて設置している。なお、

本電動機は製造メーカの標準仕様通りに設置している。（添付資料－１（２／３）） 

 

（２）現場での当該排気ブロア電動機及び当該電動機の端子箱や周辺設備の調査 

 令和５年２月１１日に公設消防と専門メーカと機構が合同で、火災発生現場にお

いて当該排気ブロア電動機の端子箱の状況調査を実施し、以下の事実を確認した。 

１）動力盤の絶縁抵抗の測定を実施し、正常値内であることを確認し、火災の原因は

排気ブロア電動機にあると判断した。 

２）排気ブロア電動機の機器内部について導通状態を確認した結果、電気回路の１つ

に導通がないことを確認した。 

３）端子箱内の排気ブロア電動機側のケーブル２本が、完全に断線していることを確

認した。なお、当該ケーブル以外に損傷等の異常はなかった。 

［添付資料－４、５、６］ 

 

（３）当該排気ブロア電動機の端子箱の詳細原因調査及び評価 

 前述の「（２）現場での当該排気ブロア電動機及び当該電動機の端子箱や周辺設

備の調査」の結果、排気ブロア電動機及び当該電動機の端子箱内のケーブルが原因

で火災が発生したと確定した。そのため、火災が発生した要因として考えられる項

目について、以下の要因を抽出・調査し、これらについて評価を実施した。 
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【物的要因】 

「経年劣化」「製造不良」「端子のゆるみ」「設計上の不備」 

【外的要因】 

 「電気系統の異常」「結露の発生」「雨水の浸入」「塵埃の堆積」 

 「異物混入や昆虫・小動物侵入」「放火」「機器の異常による故障」 

 「衝撃による損傷」「施工上の不備」 

［添付資料－７］ 

 

１）物的要因 

①経年劣化 

 排気ブロア電動機の長期使用により、経年劣化に起因する絶縁性能の低下が原因

で火災に至る可能性があるため、当該装置の耐用年数を調査した。その結果、メー

カ推奨の耐用年数が１５年であり、本排気ブロア電動機は２０１４年１月製造であ

ることから、８年程度の経過であるため、経年劣化が要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－１］ 

②製造不良（初期不良） 

 製造不良（初期不良）がある場合、使用開始初期に結線不良等の異常により火災

に至る可能性があるため、使用実績を調査した。その結果、２０１４年２月の使用

開始から約８年間の使用実績があり、この間の定期点検（日常、月例、年次点検）

でも異常がないことから、製造不良（初期不良）が要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－２］ 

③端子のゆるみ 

 端子のゆるみがある場合、端子部が発熱し火災に至る可能性があるため、断線し

たケーブルの端子部の締付や施工の状態を点検した。公設消防立会の下、端子部の

締付状態を確認した結果、ゆるみがないこと及び一般的なケーブルの施工方法であ

ることを確認したことから、端子部のゆるみが要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－３］ 

④設計上の不備 

 設計上の不備がある場合、使用中に結線不良等の異常により火災に至る可能性が

あるため、仕様や使用実績の調査、メーカへの問い合わせを行った。その結果、当

該排気ブロア電動機は既製品であり寸法や部材はカタログ通りの仕様であること、

端子箱内での動力盤からのケーブル（６本）と本電動機側のケーブル（１２本）の

接続の組み合わせに問題がないことを確認した。また、約８年間の使用実績があり

製造上の不良ではないこと、リコールされていないことも確認し、設計上の不備が

要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－４］ 
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２）外的要因 

①電気系統の異常 

 動力盤と排気ブロア電動機の電気系統に異常があった場合、異常箇所の過負荷に

よる発熱から火災に至る可能性があるため、電気系統の確認を行った。公設消防立

会の下、動力盤と動力盤から排気ブロア電動機までの電気系統の絶縁抵抗測定を行

い、異常はなかったため、これらが要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－５］ 

 

②結露の発生 

 結露による排気ブロア電動機の絶縁性能の低下が原因で火災に至る可能性があ

る。排気ブロア電動機の端子箱やその周囲に水分の痕跡は認められず、結露が要因

となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－６］ 

③雨水の浸入 

 雨水浸入による排気ブロア電動機の絶縁性能の低下が原因で火災に至る可能性

がある。排気ブロア電動機が停止した日の前日（令和５年１月２１日）は晴天であ

り、さらに当日（令和５年１月２２日）の日常点検時には建屋に雨漏り箇所は確認

されていないため、雨水浸入が要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－６］ 

④塵埃の堆積 

 塵埃の堆積による排気ブロア電動機の絶縁性能の低下が原因で火災に至る可能

性がある。溶融が認められたケーブルは端子箱の内部にあり、公設消防の立会いに

おいても煤があることは認めたが、端子箱内には塵埃の堆積は確認されなかった。

このことから、塵埃が要因で火災に至る可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－６］ 

⑤異物混入や昆虫・小動物侵入 

 異物の混入や昆虫・小動物の侵入により端子箱の中の導電部が短絡した場合、火

災に至る可能性がある。短絡によるブレーカの遮断がなかったことや、当該端子箱

に異物や昆虫・小動物が入るような隙間や損傷はなく、また、端子箱内部に昆虫等

の死骸もなかったため、異物混入や昆虫・小動物の侵入が要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－６］ 

⑥放火 

 建屋に取り付けた監視カメラの映像から、排気ブロア電動機が停止した令和５年

１月２２日に日常点検者及び警報発報時の対応者以外の人が侵入した形跡はなく、

また、これらの者が放火した様子もないことから、放火が要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－７］ 
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⑦機器の異常による故障 

 排気ブロア電動機の動力部や電気部品の故障により、電気的な負荷が増大して発

熱し、火災に至る可能性がある。公設消防立会の下、絶縁抵抗測定や端子箱内の溶

融箇所から排気ブロア電動機内部の導通確認を行い、排気ブロア電動機の内部の電

気回路の１つに導通がないことを確認した。また、端子箱内の排気ブロア電動機側

のケーブル２本が断線していることを確認したことから、これらの事象が火災事象

の要因となると推定した。 

［添付資料－７ 別紙－８］ 

⑧衝撃による損傷 

 外部からの衝撃による損傷によって、ケーブル被覆の損傷等により電気的な負荷

が増大して発熱し、火災に至る可能性があるため、目視による損傷の確認を行った。

その結果、排気ブロア電動機や端子箱の外観に有意な変形が無かったことから、衝

撃による損傷が要因となる可能性はない。 

［添付資料－７ 別紙－９］ 

⑨施工上の不備 

 ケーブルの施工不良により電気的な負荷が増大してケーブルが発熱し、火災に至

る可能性があるため、目視により施工状態の確認を行った。その結果、当該端子箱

内の排気ブロア電動機側のケーブルが曲がった状態にあることを確認した。特に、

当該ケーブルの圧着端子付近がほぼ直角に曲がった状態にあった。当該ケーブルの

圧着端子付近がほぼ直角に曲がった原因は、既設の動力盤から端子箱に引き込んだ

ケーブルの径が太く、曲げにくいため排気ブロア電動機側の当該ケーブルの圧着端

子付近は、他のケーブルと重なって押されたことに起因すると推定した。 

 ケーブルが曲がっただけでは断線しないものの、ケーブルの曲がりは機械的耐久

性の低下に影響を与えること、また振動が加わった場合には断線や半断線に至る可

能性があることが知られており、火災事象の要因となると推定した。 

［添付資料－７ 別紙－１０］ 

⑩その他 

 令和５年１月２３日から２月７日に行った「Ａ棟における給排気設備の停止」事

象についての原因調査では、動力盤の各電気部品や排気ブロアに特段の異常は認め

られなかったことから、それらを要因とした火災発生の可能性はない。 

 

（４）事象発生のメカニズム 

 「（３）当該排気ブロア電動機の端子箱の詳細原因調査及び評価」の考察結果よ

り、当該電動機の端子箱内において火災が発生した原因として、「排気ブロア電動

機の内部の電気回路が故障」または「端子箱のケーブルの圧着端子付近で断線」の

２つのケースが考えられたことから、そのメカニズムについて、公設消防と専門メ



 

7 
 

ーカとともに以下の通りと推定した。 

【ケース１：排気ブロア電動機の内部の電気回路が故障したことによる火災発生】 

 排気ブロア電動機の内部のケーブルが最初に故障した場合、ケーブルの欠相状態

で運転状態を継続すると電流のバランスが崩れてケーブルに過電流が生じてケー

ブルの温度が上昇し、絶縁材の溶融が発生すると考えられる。しかし、本事象のよ

うなケーブルの断線に至る前にサーマルトリップの起動やブレーカが遮断するこ

とから、排気ブロア電動機の故障が起点となり、端子箱のケーブルが断線しても火

災には至らないと推定した。 

 
【ケース２：端子箱のケーブルの圧着端子付近で断線したことによる火災発生】 
 端子箱のケーブルの断線について、断線したケーブルは「他のケーブルに比べ圧

着端子付近がほぼ直角に曲がった状態」であった。ここで、金属がほぼ直角に曲が

った場合、曲がっていない金属よりも振動の影響を受けやすいことが知られている。

このことから、「他のケーブルと重なって押さえられることでほぼ直角に曲がった

当該ケーブルは、他のケーブルに比べ常に微細な振動の影響を受けやすい状態」に

あったことで当該ケーブルの圧着端子付近に金属疲労が発生する状況にあった。当

該ケーブルの圧着端子付近がほぼ直角に曲がった原因は、既設の動力盤から端子箱

に引き込んだケーブルの径が太く、曲げにくいため排気ブロア電動機側の当該ケー

ブルの圧着端子付近は、他のケーブルと重なって押されたことに起因すると推定し

た。 

 ケーブルの金属疲労が進行すると、微細な亀裂が徐々に増加、成長し、部分的な

断線が発生する。この一部が断線した状態で通電すると、断線した箇所が発熱し、

部分的な被覆材や絶縁材の溶融を経て、最終的には端子箱内のケーブルが発熱に耐

えられずに断線して火災に至ったものと推定した。このことは目視確認による破断

面の状況からも確認できた。 

 また、当該端子箱のケーブルが断線した瞬間、火花が発生すると同時に、排気ブ

ロア電動機の電気回路に対しては瞬間的に過電流が発生したことで排気ブロア電

動機の故障に至ったものと推定した。 

［添付資料－８］ 

（５）事象の原因 

 既設の動力盤から端子箱に引き込んだケーブルの径が太く、曲げにくいため排気

ブロア電動機側の当該ケーブルの圧着端子付近は、他のケーブルと重なって押され

て、ほぼ直角に曲がった状態となるような施行不備の問題があった。また、当該ケ

ーブルはほぼ直角に曲がったため、他のケーブルに比べ振動の影響を受けやすかっ

たことから、長期間微細な振動を受けて、当該ケーブルの圧着端子付近が金属疲労

により少しずつ損傷し、最終的には断線に至るものと推定した。この断線で発生し
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た火花により火災に至ったと推定した。加えて、設備担当課にはこの様な事象が火

災に至る認識がなく、端子箱内まで点検する要領等もなかった。 

 以上のことから、発見当日（令和５年２月８日）まで当該事象が起こることに気

づくことが出来ず、当該ケーブルの断線時に火花が生じ発火に至ったことが火災の

原因であると推定した。 

 

４．対策 

上記の原因調査結果から、以下の対策を実施する。 

（１）排気ブロア電動機に対する対策 

当該排気ブロア電動機のケーブルと内部の電気系統に断線があったことから、当

該箇所を含めた健全な同等品に交換を行う。また、交換においては、上記３．（５）

の原因を踏まえ、当該端子箱内のケーブルの圧着端子付近がほぼ直角に曲がらない

ように設置するとともに振動を低減させる処置を施す。また、本交換作業に不備の

ないよう施工管理を行う。設置した後は、同様の事象が発生しないように、定期的

に点検することを要領等に追記し、異常の無いことを確認していく。 

 

（２）水平展開 

サイクル研では、当該設備以外で類似設備（電動機等の振動を直接受けるような

場所にあって、ケーブルの接続が圧着端子によるもの）について、圧着端子付近の

ケーブルを確認する。圧着端子付近でほぼ直角に曲がったケーブルについては、被

覆の状態や接続方法を見直し、ほぼ直角の曲がりにならないように設置し直すとと

もに、必要に応じて振動を低減させる処置を施す。また、本設置作業に不備のない

よう施工管理を行う。 

接続方法の変更や振動を低減させる処置ができない設備を含め、要領等に定期的

に点検することを追記し、異常のないことを確認していく。 

今後新規で類似設備を設置する場合、ケーブルの圧着端子付近がほぼ直角に曲が

らないことや振動を低減させる措置を講じ、その措置に不備のないよう要領等に定

め施工管理を行う。 

 

５．環境への影響 

本事象に伴う人身災害の発生ならびに周辺環境への影響は無く、モニタリングポス

トの指示値にも変動はなかった。 

 

以 上 



添付資料―１ 
（１／３） 

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 構内配置図 

 
発見場所：A 棟 
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添付資料―１ 
（２／３） 

 

写真：溶融痕の発見状況 

図 溶融痕発見時の端子箱のケーブルの状況模式図 

排気ブロア電動機 

端子箱 
溶融痕 

ケーブルがほぼ直角に曲がった状態
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添付資料―１ 
（３／３） 

溶融痕発見場所(A 棟)の建屋平面図（平屋）と第二機械室の機器配置図 

第二機械室の機器配置図 
 

溶融痕を発見した部屋 
(第二機械室) 

排気ブロア

端子箱
(溶融痕発見)

排気ブロア
電動機

動力盤
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添付資料―２ 

Ａ棟における給排気設備の停止事象に関する原因調査作業履歴 
【停止事象発生】 

１月２２日 

・警報が吹鳴し給排気設備が停止（１８時０５分頃）

・排気ブロアのサーマルトリップを確認

【停止原因調査開始】 

１月２３日 

・原因調査方法検討

・排気ブロア電源盤の絶縁抵抗測定を実施し異常がないことを確認

（測定結果：≧１００ＭΩ）

・メーカの現場確認の日程調整（１月２６日対応可能を確認）

１月２３日 ・排気ブロア電動機を点検するための作業計画書を作成、関係者へ回付開始

１月２４日 ・メーカ作業員手配調整（メーカ側）

・資器材準備

１月２５日 ・作業計画書の承認

・点検作業準備

１月２６日 ・排気ブロアの軸受に異音やロックが生じていないことを確認

・排気ブロア電動機の軸受から異音を確認

１月２７日 ・排気ブロア電動機軸受の予備品を手配（２月１日納入予定）

1 月３０日 ・排気ブロア電動機軸受交換準備（専用資器材等）

1 月３１日 ・メーカとの実施内容の事前確認

２月１日 ・軸受の予備品の入手後、排気ブロア電動機軸受交換を実施

・通電して排気ブロワの作動確認を行ったが、排気ブロア電動機が作動しな

かった

２月２日 ・２月１日に取り外した排気ブロア電動機軸受の調査により異常がないこと

を確認

・排気ブロアが停止する可能性がある動力盤内の電気部品の選定と接点場所

の確認

２月３日、６日 ・２月２日に選定した電磁開閉器、タイマー、リレーの予備品を準備

２月７日 ・動力盤の電源を投入し、２月２日に選定した電気部品について正常に動作

することを確認

【溶融痕の発見】 

２月８日 

・排気ブロア電動機の端子箱内接点のゆるみの確認、排気ブロア電動機単体

の絶縁抵抗測定、相間の導通点検を実施するため排気ブロア電動機の端子

箱を開けたところ、端子箱内のケーブルに溶融痕を発見

・公設消防が、「火災（火はない）」と判断

12 



添付資料―３ 

端子箱内配線の溶融痕確認後（令和 5年２月 8 日）の経緯 
時間 

１４時０５分頃 
令和 5 年 1 月２２日にサーマルトリップにより停止した排気ブロ
アの原因調査の一環で、排気ブロア電動機の点検を実施するため
端子箱を開けたところ、溶融痕を確認。

１４時０９分～ 
１４時１１分頃 

公設消防へ通報。 

１４時２５分頃 公設消防が核燃料サイクル工学研究所Ａ棟に到着 
１５時１１分頃 公設消防がＡ棟第二機械室（管理区域）に入室 
１５時２３分頃 公設消防が「火災」と判断（火がないことを確認） 

13 



添付資料―４ 

単線結線図 

電動機 ④電磁開閉器開放により、停電・停止
→警報吹鳴

※2/11の調査で、①の断線箇所と繋がる内部の断線も確認

U
V
W

X
Y
Z

ブレーカ

電磁開閉器
（③サーマルリレー動作により開放）

サーマルリレー
（②断線により動作）

3P 400/300A

3P 225/200A

電源盤

ブレーカ

電磁開閉器

電磁開閉器

端子箱火災発生
（①断線）

3φ3W 200V9
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添付資料―５ 

当該排気ブロア電動機の端子箱の仕様や現場状況 

 溶融痕発見箇所 

端子箱 

排気ブロア 

排気ブロア電動機 

動力盤からの 
ケーブル

仕様 
定格出力３７ｋＷ ３相 ２００Ｖ 
製造年 ２０１４年 
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添付資料―６ 
（１／２） 

原因特定のための現地調査結果 

・動力盤の絶縁抵抗の測定

絶縁抵抗の測定値は正常値内（>５００MΩ）であることを確認した。 

・排気ブロア電動機の端子箱の導通状態の確認

 損傷のないケーブルは全て抵抗値が０．０Ωであり、このケーブルに繋がる排気ブロア
電動機の機器内部の電気回路に断線が無い状態(導通)になっている。 
 断線したケーブルは６００．０Ωであり、このケーブルに接続する排気ブロア電動機の
機器内部の電気回路は断線していることを確認した。 

動力盤(排気ブロア電動機の系統)の絶縁抵抗
の測定結果：＞５００MΩ 

動力盤 

損傷のないケーブルの導通測定：０．０Ω 断線ケーブルの導通測定： ６００．０Ω 

14 

16 



添付資料―６ 
（２／２） 

・端子箱内のケーブルの状況確認

動力盤からの 
ケーブル

端子箱 

端子箱を開けて絶縁テープを除去した状態 

断線箇所 

ケーブルに溶融跡があり、断線している状
態であった。

端子箱の上蓋 

端子箱の上蓋に煤が付着し
ていた。 

端子箱の蓋を開けた状況 

17 



排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
端
子
箱
内
ケ
ー
ブ
ル
の
溶
融
　
要
因
分
析

事
象

要
因
1

要
因
2

調
査
内
容

調
査
内
容
・
結
果

評
価

添
付
資
料

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
端
子
箱
内

ケ
ー
ブ
ル
の
溶
融

１
）
物
的
要
因

①
経
年
劣
化

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
長
期
使
用
に
よ
り
、
経
年
劣
化
に
起
因
す
る
絶
縁
性
能
の
低
下
が

原
因
で
火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
当
該
装
置
の
耐
用
年
数
を
調
査
し
た
。

メ
ー
カ
推
奨
の
耐
用
年
数
が
１
５
年
で
あ
り
、
本
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
は
平
成
２
６
年

１
月
製
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
８
年
程
度
の
経
過
で
あ
る
た
め
、
経
年
劣
化
が
要
因
と

な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
１

*排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
停
止
に
伴

う
調
査
も
含
む

②
製
造
不
良

（
初
期
不
良
）

製
造
不
良
（
初
期
不
良
）
が
あ
る
場
合
、
使
用
開
始
初
期
に
結
線
不
良
等
の
異
常
に
よ
り

火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
使
用
実
績
を
調
査
し
た
。

平
成
２
６
年
２
月
の
使
用
開
始
か
ら
約
８
年
間
の
使
用
実
績
が
あ
り
、
こ
の
間
の
定
期

点
検
（
日
常
、
月
例
、
年
次
点
検
）
で
も
異
常
が
な
い
こ
と
か
ら
、
製
造
不
良
（
初
期

不
良
）
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
２

③
端
子
の
ゆ
る
み

端
子
の
ゆ
る
み
が
あ
る
場
合
、
端
子
部
が
発
熱
し
火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
断

線
し
た
ケ
ー
ブ
ル
の
端
子
部
の
締
付
、
施
工
状
態
を
点
検
し
た
。

公
設
消
防
立
会
の
下
、
端
子
部
の
締
付
状
態
を
確
認
し
た
結
果
、
ゆ
る
み
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
ま
た
、
一
般
的
な
ケ
ー
ブ
ル
の
施
工
方
法
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。

こ
れ
ら
よ
り
、
端
子
部
の
ゆ
る
み
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
３

④
設
計
上
の
不
備

設
計
上
の
不
備
が
あ
る
場
合
、
使
用
中
に
結
線
不
良
等
の
異
常
に
よ
り
火
災
に
至
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
仕
様
や
使
用
実
績
の
調
査
、
メ
ー
カ
へ
の
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
。

当
該
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
は
既
製
品
で
あ
り
寸
法
や
部
材
は
カ
タ
ロ
グ
通
り
の
仕
様
で

あ
る
こ
と
、
端
子
箱
内
で
の
動
力
盤
か
ら
の
ケ
ー
ブ
ル
（
６
本
）
と
本
電
動
機
側
の

ケ
ー
ブ
ル
（
１
２
本
）
の
接
続
の
組
み
合
わ
せ
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま

た
、
約
８
年
間
の
使
用
実
績
が
あ
り
製
造
上
の
不
良
で
は
な
い
こ
と
、
リ
コ
ー
ル
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
確
認
し
、
設
計
上
の
不
備
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
４

２
）
外
的
要
因

①
電
気
系
統
の
異
常

動
力
盤
と
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
電
気
系
統
に
異
常
が
あ
っ
た
場
合
、
異
常
箇
所
の
過
負

荷
に
よ
る
発
熱
か
ら
火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
電
気
系
統
の
確
認
を
行
っ
た
。

公
設
消
防
立
会
の
下
、
動
力
盤
と
動
力
盤
か
ら
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
ま
で
の
電
気
系
統

の
絶
縁
抵
抗
測
定
を
行
い
、
異
常
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
が
要
因
と
な
る
可
能
性

は
な
い
。

×
別
紙
ー
５

②
結
露
の
発
生

結
露
に
よ
る
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
絶
縁
性
能
の
低
下
が
原
因
で
火
災
に
至
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
端
子
箱
内
部
に
水
分
の
痕
跡
が
あ
る
か
目
視
に
て
確

認
し
た
。

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
端
子
箱
や
そ
の
周
囲
に
水
分
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
結
露
が

要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
６

③
雨
水
の
浸
入

雨
水
浸
入
に
よ
る
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
絶
縁
性
能
の
低
下
が
原
因
で
火
災
に
至
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
当
該
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
周
辺
に
雨
漏
り
の
痕
跡
が
な
い
か
目
視
に

よ
り
確
認
し
た
。

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
が
停
止
し
た
日
の
前
日
（
令
和
５
年
１
月
２
１
日
）
は
晴
天
で
あ

り
、
さ
ら
に
当
日
（
令
和
５
年
１
月
２
２
日
）
の
日
常
点
検
時
に
は
建
屋
に
雨
漏
り
箇

所
は
確
認
さ
れ
て
い
な
た
め
、
雨
水
浸
入
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
６

④
塵
埃
の
堆
積

塵
埃
の
堆
積
に
よ
る
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
絶
縁
性
能
の
低
下
が
原
因
で
火
災
に
至
る
可

能
性
が
あ
る
た
め
、
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
端
子
箱
内
部
に
塵
埃
が
あ
る
か
目
視
に
て
確

認
し
た
。

溶
融
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ブ
ル
は
端
子
箱
の
内
部
に
あ
り
、
端
子
箱
内
に
は
塵
埃
の
堆

積
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
塵
埃
が
要
因
で
火
災
に
至
る
可
能
性
は

な
い
。

×
別
紙
ー
６

⑤
異
物
混
入
や
昆
虫
・
小
動

物
侵
入

異
物
の
混
入
や
昆
虫
・
小
動
物
の
侵
入
に
よ
る
端
子
箱
の
中
の
導
電
部
が
短
絡
し
た
場

合
、
火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。

短
絡
に
よ
る
ブ
レ
ー
カ
の
遮
断
が
な
か
っ
た
こ
と
や
、
当
該
端
子
箱
に
異
物
や
昆
虫
・

小
動
物
が
入
る
よ
う
な
隙
間
や
損
傷
は
な
く
、
ま
た
、
端
子
箱
内
部
に
昆
虫
等
の
死
骸

も
な
か
っ
た
た
め
、
異
物
の
混
入
や
昆
虫
・
小
動
物
の
侵
入
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は

な
い
。

×
別
紙
ー
６

⑥
放
火

建
屋
に
取
り
付
け
た
監
視
カ
メ
ラ
の
映
像
を
利
用
し
、
人
の
侵
入
の
有
無
を
確
認
し
た
。

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
が
停
止
し
た
日
に
日
常
点
検
者
お
よ
び
警
報
発
報
時
の
対
応
者
以

外
の
人
が
侵
入
し
た
形
跡
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
が
放
火
し
た
様
子
も
な
い
こ

と
か
ら
、
放
火
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
７

⑦
機
器
の
異
常
に
よ
る
故
障

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
動
力
部
や
電
気
部
品
の
故
障
に
よ
り
、
電
気
的
な
負
荷
が
増
大
し

て
発
熱
し
、
火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
下
記
に
示
す
調
査
を
実
施
し
た
。

・
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
軸
受
部
の
状
態
を
目
視
で
確
認
し
た
。

・
当
該
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
導
通
確
認
を
行
い
、
故
障
箇
所
を
調
査
し
た
。

・
軸
受
部
に
僅
か
な
摩
耗
痕
を
確
認
し
た
が
、
運
転
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
損
傷
は

な
か
っ
た
。

・
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
機
器
内
部
に
つ
い
て
導
通
状
態
を
確
認
し
た
結
果
、
回
路
の

１
つ
に
つ
い
て
導
通
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

・
端
子
箱
内
の
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
側
の
ケ
ー
ブ
ル
２
本
が
完
全
に
断
線
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。

〇
別
紙
ー
８

⑧
衝
撃
に
よ
る
損
傷

外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
に
よ
っ
て
、
ケ
ー
ブ
ル
被
覆
の
損
傷
等
に
よ
り
電
気
的
な

負
荷
が
増
大
し
て
発
熱
し
、
火
災
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
目
視
に
よ
る
損
傷
の
確

認
を
行
っ
た
。

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
や
端
子
箱
の
外
観
に
有
意
な
変
形
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
衝
撃

に
よ
る
損
傷
が
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。

×
別
紙
ー
９

⑨
施
工
上
の
不
備

ケ
ー
ブ
ル
の
施
工
不
良
に
よ
り
電
気
的
な
負
荷
が
増
大
し
て
ケ
ー
ブ
ル
が
発
熱
し
、
火
災

に
至
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
目
視
に
よ
り
施
工
状
態
の
確
認
を
行
っ
た
。

当
該
端
子
箱
内
の
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
側
の
ケ
ー
ブ
ル
が
曲
が
っ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
特
に
、
当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
圧
着
端
子
付
近
が
ほ
ぼ
直
角
に
曲
が
っ
た
状
態
に
あ
っ

た
。
当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
圧
着
端
子
付
近
が
ほ
ぼ
直
角
に
曲
が
っ
た
原
因
は
、
既
設
の
動
力
盤

か
ら
端
子
箱
に
引
き
込
ん
だ
ケ
ー
ブ
ル
の
径
が
太
く
、
曲
げ
に
く
い
た
め
排
気
ブ
ロ
ア
電
動

機
側
の
当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
圧
着
端
子
付
近
は
、
他
の
ケ
ー
ブ
ル
と
重
な
っ
て
押
さ
れ
た
こ
と

に
起
因
す
る
と
推
定
し
た
。

ケ
ー
ブ
ル
が
曲
が
っ
た
だ
け
で
は
断
線
し
な
い
も
の
の
、
ケ
ー
ブ
ル
の
曲
が
り
は
機
械
的

耐
久
性
の
低
下
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
ま
た
振
動
が
加
わ
っ
た
場
合
に
は
断
線
や
半
断
線

に
至
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
火
災
事
象
の
要
因
と
な
る
と
推
定
し
た
。

〇
別
紙
ー
１
０

添付資料ー７
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添付資料－７ 
別紙－１ 

経年劣化に係る調査結果 
目的 長期使用による経年劣化が起因するか確認する。 
点検日 令和５年２月１１日 

確認内容 
・製造年月日を納品時の記録から確認し、メーカが設定する耐用年数と比
較する。

確認結果 

・電動機のシリアル№から２０１４年（平成２６年）１月の製造であること
を確認した。

当該機器の製造年月日の記録 
＊シリアル№：１４１LC８６２のうち、 
１４（年：西暦末尾２桁）１（月） 

・メーカの耐用年数は１５年であることから、経年劣化が要因となる可能
性はない。

備考 － 

19 



添付資料―７ 
別紙―２ 

製造不良(初期不良)に係る調査 
目的 製造不良（初期不良）が火災の要因となるかを確認する。 
点検日 令和５年２月１１日 
確認内容 ・設置時期およびその後の使用実績を確認する。

確認結果 

・当該排気ブロア電動機は平成２４年２月の使用開始から約８年間の使用
実績があり、この間の定期点検（日常、月例、年次点検）からも異常はない
ことを確認した。

使用開始時期（令和５年２月１１日撮影） 

以上より、製造不良(初期不良)が要因となる可能性はない。 

備考 

20 



添付資料－７ 
別紙－３ 

端子のゆるみに係る調査 

目的 
端子箱の端子部の状況確認を行い、端子のゆるみによる異常がなかったこ
とを確認する。 

点検日 令和５年２月１１日 
確認内容 ・外観観察やゆるみや施工状況の確認により端子部の状態を確認する。

確認結果 

・消防立会の下、端子部の締付状態を確認し、ゆるみがないことを確認し
た。

点検時の状況 
(令和５年２月１１日撮影) 

・端子箱の内部は一般的な構造であり、また、施工も一般的な施工方法であ
ることを確認した。

・以上のことから、端子部のゆるみが要因となる可能性はない。

備考 

21 



添付資料―７ 
別紙―４ 

設計上の不備に係る調査 
目的 設計上の不良が火災の要因となるかを確認する。 
点検日 令和５年２月１６日 

確認内容 
・仕様や使用実績の調査
・メーカへの問い合わせにより不具合事象を確認する。

確認結果 

・既製品であり寸法や部材はカタログ通りの仕様であることを確認した。

・物的要因の②において、使用実績を調査しており、約８年間の使用実績が
あることを再度調査している(添付資料―７別紙－２)。

・当該排気ブロア電動機についてリコールされていないことを確認した。

・動力盤からの６本の太いケーブルを、供給する電力の電圧に合わせてメ
ーカにより指定されている結線方法（組み合わせ）で、当該排気ブロア電動
機の１２本の細かいケーブルに接続することとなっており、その組み合わ
せについては問題ないこと、さらに、その接続部をその電動機についている
端子箱内に収めることについても妥当な処置であることをメーカに確認し
た。

以上より、設計が要因となる可能性はない。 

備考 

22 



添付資料－７ 
別紙－５ 

電気系統に係る調査 

目的 
当該動力盤と排気ブロア電動機の電気系統の絶縁抵抗測定を行い、異常な
絶縁抵抗値を示す箇所がないことを確認する。 

点検日 令和５年２月１１日 

確認内容 
・当該箇所に関連する動力盤、動力盤から排気ブロア電動機までの電気系
統の絶縁抵抗測定を行う。

確認結果 

・消防立会の下、動力盤と動力盤から排気ブロア電動機まで及び電動機の
電気系統の絶縁抵抗測定の結果、抵抗値は全て正常値であり、電気系統に異
常がないことを確認した。

 

 
 

点検時の写真及び点検記録 
（令和５年２月１１日撮影） 

備考 

絶縁抵抗測定記録
測定点 R相 S相 T相
① 電磁開閉器-1 一次側 ＞500MΩ＞500MΩ＞500MΩ
② 電磁開閉器-1 二次側 ＞500MΩ＞500MΩ＞500MΩ
③ サーマルリレー 二次側 ＞500MΩ＞500MΩ＞500MΩ
④ 電磁開閉器-2 二次側 ＞500MΩ＞500MΩ＞500MΩ
⑤ 端子台 電動機側 ＞500MΩ＞500MΩ＞500MΩ
⑥ 電動機 V相 ＞500MΩ＞500MΩ＞500MΩ

絶縁抵抗計（令和4年11月校正）

対象

16 
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添付資料－７ 
別紙－６ 

水分浸入や塵埃の堆積、異物混入、昆虫・小動物侵入に係る調査 

目的 
端子箱の内部や機器の周囲について、水分や塵埃、異物、昆虫・小動物との
接触の有無を確認する。 

点検日 令和５年２月８日,２月１１日 

確認内容 
・端子箱の内部や周囲に水分浸入の痕跡を、目視により確認する。
・端子箱の内部に水分や塵埃、異物、昆虫・小動物が入り込んだ痕跡を、目
視により確認する。

確認結果 

①端子箱の内部、外観
水分浸入の痕跡や塵埃の堆積、異物や昆虫等との接触、これらが入るよう

な損傷の様子は認められなかった。 

端子箱内部及び外観(内部：令和５年２月８日、外観２月１１日） 

②機器の周囲
当該端子箱の周囲に水分の痕跡はなく、雨漏り箇所も認められなかった。

なお、排気ブロア電動機が停止した令和５年１月２２日の日常点検時に雨
漏り箇所は確認されず、また、当日と前日は晴天であり、雨水浸入が要因と
なる可能性はない。 

端子箱の周囲(令和５年２月１１日撮影) 
※ ２月１０日が終日雨だったため、雨漏り検証のため撮影

・以上のことから、水分、異物等が要因となる可能性はない。

備考 

24 



添付資料－７ 
別紙－７ 

放火に係る調査 

目的 
建屋への侵入の痕跡や電動機端子箱が人為的な破壊行為の有無を確認す
る。 

点検日 令和５年２月１０日 
確認内容 ・建屋の健全性を目視により確認する。

確認結果 

・建屋に取り付けた監視カメラ（３台）の映像から、排気ブロア電動機が停
止した日に日常点検者及び警報発報時の対応者以外の人が侵入した形跡は
なかった。また、これらの者が放火した様子もなかった。

Ａ棟の監視カメラ設置場所及び撮影箇所 

・以上のことから、放火が要因となる可能性はない

備考 

溶融痕発見場所 

25



添付資料－７ 
別紙－８ 

機器の異常による故障に係る調査 
目的 排気ブロア電動機の故障による発火への影響を調査する。 
点検日 令和５年１月２６日, ２月１日, ２月２日, ２月１１日 

確認内容 
①排気ブロア電動機の軸受部の状態を目視で確認する。
②当該排気ブロア電動機の導通確認を行い、故障箇所を調査する。

確認結果 

① 令和５年１月２６日に当該排気ブロア電動機の軸受部を手回した結果、
異音を確認した。令和５年２月１日に軸受を交換し、作動確認をしたが、
排気ブロア電動機が起動しなかった。令和５年２月２日に交換した軸受
を確認したところ、僅かな摩耗痕はあったが運転に影響を与えるもので
はなかった。

軸受の外観観察 

②令和５年２月１１日に公設消防と専門メーカの立会いにより、排気ブロ
ア電動機や端子箱の導通状態を調査した。
・排気ブロア電動機の機器内部について導通状態を確認した結果、電気回
路の１つに導通がないことを確認した。
・端子箱内の排気ブロア電動機側のケーブル２本が完全に断線し、このケ
ーブルは導通していないことを確認した。

以上より、排気ブロア電動機の内部か端子部のケーブルの断線が原因であ
ることが明らかとなった。 

備考 

26 



添付資料－７ 
別紙－９ 

衝撃による損傷の調査 

目的 
外部からの衝撃による排気ブロア電動機や端子箱の損傷の有無を確認す
る。 

点検日 令和５年１月２３日 
確認内容 ・排気ブロア電動機や端子箱の健全性を目視により確認する。

確認結果 

・目視による確認の結果、排気ブロア電動機や端子箱の外観に有意な変形
が無いことを確認した。

排気ブロア電動機と端子箱の外観 
(令和５年１月２３日撮影) 

・以上のことから、衝撃による損傷が要因となる可能性はない。

備考 

排気ブロア電動機 

端子箱 

27 



添付資料－７ 
別紙－１０ 

施工上の不備に係る調査 

目的 
施工上の不備により電気的な負荷が増大した場合は火災に至る可能性があ
るため、ケーブルの施工状態を確認する。 

点検日 令和５年２月１１日、１6 日 

確認内容 
・ケーブルの状態を目視により確認する。
・ケーブルの曲がりについて、耐久性に与える影響を調査する。

確認結果 

・排気ブロア電動機側のケーブルが曲がった状態にあることを確認した。
・特に、当該ケーブルの圧着端子付近がほぼ直角に曲がった状態にあった。 
 既設の動力盤から端子箱に引き込んだケーブル径が太く、曲げにくい

ため、排気ブロア電動機側の当該ケーブルの圧着端子付近は、他のケー
ブルと重なったことで押されたことに起因すると推定した。

断線箇所の調査（令和５年 2月１１日撮影） 

・ケーブルの曲がりの影響に関する調査 1)

ケーブルの曲がりは機械的耐久性の低下に影響を与え、曲げ半径を小さ
くすることで、耐久性がさらに低下することが知られている。また、振動が
加わった場合には断線や半断線に至る可能性が知られている。 

 以上より、ケーブルが曲がっただけでは断線しないが、振動が加わった場
合においては、原因となった可能性は否定できない。 

備考 

1)新井英雄, 他, “大容量ＰＣ鋼より線の曲げ配置部におけるフレッティング
疲労特性”, 土木学会論文集, Ｎo．６２７／Ｖ―４４, ２０５―２２２, （１
９９９．８）

断線したケーブル 

排気ブロア電動機側 動力盤側 
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図
１

排
気
ブ
ロ
ア
の
概
要
図


排
気
ブ
ロ
ア
に
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
が
隣
接
し
て
お
り
、
共
に
防
振
ゴ
ム
を
取
り
付
け
た
架
台
に
設

置
さ
れ
て
い
る
。


排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
で
発
生
す
る
大
き
な
振
動
に
つ
い
て
、
防
振
ゴ
ム
に
よ
り
軽
減
さ
せ
て
い
る
。


端
子
箱
は
、
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
に
直
接
接
続
さ
れ
て
お
り
、
防
振
ゴ
ム
で
振
動
は
軽
減
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
機
器
に
由
来
す
る
微
細
な
振
動
を
受
け
る
。

図
２

端
子
箱
の
内
部
の
構
造

（
左
）
端
子
箱
の
構
造
図

（
右
）
ケ
ー
ブ
ル
の
接
続
状
況


動
力
盤
か
ら
三
相
２
０
０

Vで
給
電
さ
れ
て
お
り
、
動
力
盤
側
か
ら
は
６
本
の
ケ
ー
ブ
ル
が
出
て
、
排
気

ブ
ロ
ア
電
動
機
側
か
ら
は
１
２
本
の
ケ
ー
ブ
ル
が
出
て
端
子
箱
内
で
接
続
さ
れ
て
い
る
。


動
力
側
の
ケ
ー
ブ
ル
１
本
と
、
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
側
の
ケ
ー
ブ
ル
の
２
本
を
、
ケ
ー
ブ
ル
の
先
端
に

取
付
け
た
圧
着
端
子
（
銅

+錫
メ
ッ
キ
）
を
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
（
ス
テ
ン
レ
ス
）
で
固
定
さ
れ
て
い
る
構

造
に
あ
る
。


一
般
的
な
構
造
、
施
工
で
あ
る
（
特
殊
な
構
造
や
部
品
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
）
。

図
３

消
防
立
会
に
よ
る
現
場
調
査
に
お
い
て
確
認
し
た
事
実

（
左
）
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
運
転
時
の
回
路

（
右
）
端
子
箱
の
ケ
ー
ブ
ル
の
断
線
状
況


断
線
し
た
ケ
ー
ブ
ル
に
接
続
し
て
い
る
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
内
部
の
電
気
回
路
の

V相
が

導
通
し
て
い
な
い
。


端
子
箱
の
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
側
の
ケ
ー
ブ
ル
が
２
本
断
線
し
、
断
線
部
付
近
の
絶
縁
材

が
溶
融
し
て
い
た
。

火
災
発
生
に
至
る
推
定
フ
ロ
ー

ケ
ー
ス

1：
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
が
故
障
し
て
導
通
不
良
と
な
り
、
欠
相
運
転
と
な
っ
た
こ
と
で
供
給

さ
れ
る
電
流
、
電
圧
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
過
電
流
が
生
じ
た
。


続
い
て
、
端
子
部
付
近
の
ケ
ー
ブ
ル
が
発
熱
し
、
ケ
ー
ブ
ル
が
熱
に
耐
え
ら
れ
ず
に
断
線

し
た
瞬
間
に
火
花
が
発
生
し
、
火
災
に
至
っ
た
。

ケ
ー
ス

2：
金
属
疲
労
に
よ
り
端
子
部
付
近
の
ケ
ー
ブ
ル
が
部
分
的
に
断
線
し
、
過
電
流
が
生
じ
た
。


上
記
に
よ
り
発
生
し
た
過
電
流
に
よ
っ
て
発
熱
し
、
ケ
ー
ブ
ル
が
熱
に
耐
え
ら
れ
ず
に
断

線
し
た
瞬
間
に
火
花
が
発
生
し
、
火
災
に
至
っ
た
。


ケ
ー
ブ
ル
が
断
線
し
た
瞬
間
に
発
生
す
る
過
電
流
が
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
に
影
響
し
、
回

路
が
故
障
し
て
導
通
不
良
と
な
っ
た
。

添付資料ー８ (１／２)

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
と
火
災
発
生
個
所
の
運
転
状
況
の
整
理 排
気
ブ
ロ
ア
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図
４

排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
故
障
発
生


運
転
時
の
回
路
（
デ
ル
タ
回
路
）
の

V
１
と

V２
の
回
路
が
故
障
し
、
導
通
不

良
に
な
る
。

図
５

欠
相
運
転
に
よ
る
過
電
流
と
発
熱
の
発
生


欠
相
運
転
と
な
っ
た
瞬
間
に
給
電
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、

故
障
し
た
回
路
に
接
続
す
る
ケ
ー
ブ
ル
の
全
体
に
過

電
流
が
生
じ
る
。

ケ
ー
ス

1：
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
内
部
の
電
気
回
路
が
故
障
し
た
こ
と
に
よ
る
火
災
発
生

添付資料ー８（２／２）

図
6

安
全
装
置
の
作
動


過
電
流
が
発
生
し
た
瞬
間
、
サ
ー
マ
ル

リ
レ
ー
や
ブ
レ
ー
カ
ー
が
作
動
す
る
。

電
気
回
路
の
故
障
で
は
断
線
に
至
る
可
能
性
は
無
い
。


火
災
の
原
因
は
ケ
ー
ス

1で
は
な
い
。

図
7

過
電
流
発
生
し
た
瞬
間
の
端
子
部
の
状
況


過
電
流
を
受
け
て
、
特
に
端
子
部
付
近
は
発
熱
す
る
が
、
欠

相
運
転
と
な
っ
た
瞬
間
に
安
全
装
置
が
作
動
す
る
た
め
、
断

線
に
は
至
ら
な
い
。

ケ
ー
ス

2：
端
子
箱
の
ケ
ー
ブ
ル
の
圧
着
端
子
付
近
で
断
線
し
た
こ
と
に
よ
る
火
災
発
生

図
８

金
属
疲
労
に
よ
り
端
子
部
の
ケ
ー
ブ
ル
が
部
分
的
に
断
線

(半
断
線

)

排
気
ブ
ロ
ア
や
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
微
細
な
振
動
に
よ
り
、
金
属
疲

労
が
発
生
す
る
。


半
断
線
状
態
で
給
電
す
る
こ
と
で
発
熱
す
る
。

図
９

ケ
ー
ブ
ル
の
断
線
と
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
の
回
路
の
故
障


半
断
線
及
び
発
熱
に
よ
り
ケ
ー
ブ
ル
の
耐
久
性
が
低
下
し
、
被
覆

材
の
溶
融
を
経
て
、
断
線
に
至
る
。


断
線
し
た
瞬
間
に
火
花
が
散
り
、
火
災
が
発
生
す
る
。


断
線
し
た
瞬
間
に
、
ケ
ー
ブ
ル
全
体
に
排
気
ブ
ロ
ア
電
動
機
に
過

電
流
が
流
れ
る
た
め
、
そ
の
影
響
に
よ
り
回
路
が
故
障
す
る
。

図
10

安
全
装
置
の
作
動


断
線
し
た
ケ
ー
ブ
ル
以
外
の
残
る
二
相
が
過
電
流
の

状
態
と
な
り
、
サ
ー
マ
ル
リ
レ
ー
が
作
動
す
る
。

現
場
調
査
の
結
果
と
一
致
す
る
た
め
、
ケ
ー
ス

2に
示
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
火
災
に
至
っ
た
と
推
定
す
る
。


金
属
疲
労
に
よ
り
少
し
ず
つ
ケ
ー
ブ
ル
が
損
傷
し
、
最
終
的
に
断
線
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
断
線
時
に
火
花
が
生
じ
発
火
に
至
っ
た
こ
と
が
火
災
の
原
因
で
あ
る
。
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